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【請求理由（１）について】
Xは、特許存続期間中に本件特許発明１の技術的範囲に属する製品を製造（生産）する行為は、本件特許発明１の
実施（2条3項1号）であるため本件特許権１を侵害する（68条）と主張すべきである。

Y1は、当該製造行為は、69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当するとの抗弁を主張する
ことが考えられる。

農薬取締役法の審査・登録に必要な試験をするための製造行為は、 「試験又は研究のためにする特許発明の実施」
に該当するか？

 69条1項の免責がなされる理由： 「試験又は研究のためにする特許発明の実施」は、公益に資すること又は特許
権者の利益を害さないことから、特許権の効力及ぼすべきではない。

最高裁平成11年（1999年）4月16日判決は、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の製造販売承認を申請するための
添付書類を得るのに必要な試験（加速試験、生物学的同等性試験）は、69条1項の「試験又は研究のためにする特
許発明の実施」に当たると判断した。

• 上記最高裁判決の判断は、特許切れ直後にジェネリック医薬品を上市させて医薬品負担費を減らすという健康保険
行政上の要請に基づく政策的判断であると考えられる。農薬については、これ程の価格低減の公益的要請はない。
また、人間の循環系に直接導入される後発医薬品と比較して、後発農薬製品の審査期間は比較的短いと考えられる。

• 農薬製品が、いつ、いかなる目的のために製造されたのか把握することはできない。そのため、試験のために製造
された農薬製品は、存続期間中に試験以外の目的で使用されることも、存続期間満了後に市場販売されることも可
能である

したがって、農薬取締役法の審査・登録に必要な試験をするための製造行為は、「試験又は研究のためにする特許
発明の実施」に該当しないと考える。よって、69条1項の抗弁は成立しない。 3
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【請求理由（２）について】
 Xは、本件特許発明２の技術的範囲に属する製品を輸入・使用する行為は、本件特許発明２の実施（2条3項1号）で
あるため本件特許権２を侵害する（68条）と主張すべきである。

Y2は、使用について、Xの69条1項の抗弁を主張することができるか？
特許発明実施品の全量が委託者から提供され、受託者が委託者の指示に従って特許発明実施品を使用する場合には、
受託者は委託者の抗弁を主張することができると考える。そのため、Y2は、Xの69条1項の抗弁を主張することがで
きる。

 69条1項が試験・研究（「試験又は研究のためにする特許発明の実施」）を免責する根拠は、免責対象試験・研究
が公益に資すること又は特許権者の利益を害さないことにある。そうすると、免責対象試験・研究は、本件発明の
実施物である政令処分品（医薬品）について政令処分（薬機法14条1項の製造販売承認）を受けるのための試験に
加えて、次の（１）～（３）に限定されると考える。
（１）特許発明の改良を目的する試験
（２）特許性調査（特許無効原因が発見されてしまうという特許権者の不利益は受忍するのが当然である）
（３）特許発明のライセンス・譲受けを検討するための機能調査

 行為②（農薬Rの作物残留試験）は、農薬Ｒの安全性・有効性を試験するのが目的であるから、上記（１）～
（３）のいずれにも該当しない。

 また、農薬Rの安全性・有効性を試験するために本件特許発明２の実施は必須ではなく、他の方法により農薬Rの
作物残留量を試験してもよい。したがって、行為②は、本件特許権２との関係では、本件発明の実施物である政令
処分品について政令処分（農薬取締法所定の審査・登録）を受けるのための試験とも言えない。

 よって、Y2により主張されるXの69条1項の抗弁は成立しない。
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【請求理由（２）について】の続き
 Y2は、装置Qの輸入・使用について、国際消尽の抗弁を主張することが考えられる。
Zにより装置Qが市場販売されたことにより、装置Qについて本件特許権２は国際消尽したか？
日本特許の権利者又はこれと同視できる者（例えば、日本特許権利者の親会社、日本特許権利者を代理店に指定し
た製造元）が、当該日本特許の対応特許が登録されている外国で特許発明実施品を第一譲渡した場合には、当該第
一譲渡の際に転売先から日本を除外することが合意され、かつ日本が特許発明実施品の販売地域から除外されるこ
とが特許発明実施品に明確に表示されない限り、日本特許は国際消尽する（最高裁平成9年7月1日判決（BBS事
件））。

 Xの海外現地法人である子会社Zは、本件特許権２の特許権者Xと同視できる者に該当する。
Zのウェブサイトのみで日本が転売先から除外される旨の表示をしたことが、BBS事件最高裁判決が示した除外事
由に該当するか問題になる。

特許権者と同視できる者を通じて第一譲渡により特許発明実施の対価が回収されていることを考慮すると共に、取
引の安全を確保するという国際消尽の趣旨に鑑みると、BBS事件最高裁判決が示した除外事由は謙抑的に解釈され
るべきである。

通常、日本の需要者がZのウェブサイトを閲覧することはない。また、Zのウェブサイトが外国語で記述されいる場
合、多くの日本の需要者にとって記載内容を理解することができない。したがって、Zのウェブサイトのみで日本
が転売先から除外される旨の表示をしたことはBBS事件最高裁判決が示した除外事由に該当しない。

よって、装置Qについて本件特許権２は国際消尽した。よって、国際消尽の抗弁は成立する。
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【請求理由（３）について】
 Xは、本件特許発明１の技術的範囲に属する製品の販売申出をする行為は、本件特許発明１の実施（2条3項1号）で
あるため本件特許権１を侵害する（68条）と主張すべきである。

 2条3項1号が販売申出を特許発明実施行為とする趣旨は、このような申出を禁止することにより特許発明実施品の
販売を未然に防ぐことにある。

本件申出の対象である販売は、特許存続期間満了後の販売であるため特許発明の実施には該当しない。そのため、
本件申出が2条3項1号の販売申出に該当するかが問題になる。

• 本件申出により特許侵害を構成する販売が誘引されることはない。
• しかしながら、本件申出は、特許存続期間中において、本件特許発明２の技術的範囲に属する農薬Ｒを販売するこ
とを誘引することにより、特許権者の製品である農薬Ｐの需要を奪っている。そのため、本件申出に係る農薬Ｒが
販売されるのが存続期間満了後であっても、本件申出は、特許権者の特許発明独占の利益を奪う効果を有するため、
2条3項1号の販売申出に該当すると認定されるべきである。

よって、本件申出は本件特許権１を侵害すると考える。
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